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はじめに

　これまでの研究が社会福祉の対象規定に傾いていたこと

を私は否定する心算はない．それは私自身の福祉観の形

成にとって必要な作業であったからである．しかし，そ

のための研究方法が果して十分なものとなっているかど

うか，実に心もとない気持でいる1）．さらに援助技術

（方法）にっいて問われると，2年間の実務経験がある

とはいうもののほとんど役にたちそうにない．現場のワー

カーたちとの話し合いの機会は比較的多い方であると思っ

ている．教員になってから，学内（研究室）に相談を行

うための部屋を作り地域住民のニードに答えようと一時

は真剣に考えたこともあった2）．しかし福祉教育を主た

る任務とする私にとって，いわば片手間のようなそれは

クライエントに対して失礼なこととなる．「いっの日か

…… vと思っているが，それまでは援助技術の理論に精

通し，実践への応用を考えていくべきであろう．本稿の

目的はそのための予備的作業となるものであるが，いま

ひとっは保育者養成における福祉教育（とりわけ援助技

術にかかわるそれ）にっいて考えてみようとするところ

にある．

　まず保母養成にかかわる「基準」において福祉系科目

がどのように変化してきたのかをみておこう3）．昭和23

年のそれでは「社会事業一般，ケースワーク，グループ

ワーク」の三科目で120時間があてられている．それは2

7年に大幅に改訂される．　そこでは「社会福祉事業一般，

社会福祉法制，ケース・ワーク及び実習，グループ・ワー

ク」の5科目9単位が必修さらに「グループ・ワーク実

習，コミュニティーオーガニゼーション」の2科目6単
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位が選択科目となっている．この頃の保母養成が主とし

て公立の保育専門学校でなされていたこともあり，この

ようなカリキュラムとなったのであろう．ともあれ2年

間で必修87単位，選択4科目ということで，今日の過密

カリキュラムの先駆をなすのであるが，同じ時期に社会

福祉系の大学（専門学校）ではどうであったのかは後に

みることにしたい．

　私立短大（及び保専）が増えはじめ，幼稚園教員を併

せ養成するようになる昭和37年に「基準」は3回目の変

更となった．そこでは「社会福祉，児童福祉，ケースワー

ク，グループワーク」の4科目8単位に整理され，さら

に「養護原理」や「家庭経営」が2単位ではあるが設け

られている（「施設管理」はすでに設置されていた）．さ

きの傾向が顕著になる45年に現行の基準に改められてい

る．その特徴は（i）専門科目を「福祉，保育教育，心理，

保健，家政，保育内容，基礎技能」という系列に整理し

たことである．っいで（ロ）総単位数を73から68に削減した

ことである．さらに㈲進路に応じた選択履修を可能にし，

実習単位を減少させたことなどである．福祉系科目では

「社会福祉ll」として従来のケースワーク，グループワー

クにコミュニティーオーガニゼーションをも含めてしまっ

たことである．こうして「社会福祉H」は演習2単位で

もって次のような内容を包含することになった．すなわ

ち「保母養成専門教科目教授内容ソースブック」（この

存在自体が問題なのであるが）によれば次のようになる．

（1）児童福祉におけるソーシャル・ワークの位置づけ　（2）

ソーシャル・ワークの沿革　（3）ソーシャル・ワークの基

本原理　（4）ケースワーク　⑤グループワーク　（6）コミュ

ニティ・オーガニゼーション　（7）ソーシャル・ワークの

記録と評価．
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　これらの教授項目をみながら，私は「福祉職としての

保母」とはどのような存在なのかをいっも考えさせられ

てきた．それは幼稚園教員を志向する者が増えてきた頃，

さらに幼保以外の仕事に就く者が多くなってきた今日，

いかなる授業が求められているのかを思考することであっ

た．また一方では，これだけのことを学んでいるとして

も，「保母」は福祉の専門職ではないといわれるのであ

る．福祉における専門性とは何なのか，を問いながら，

同時に保育者の専門性についても考えていかなくてはな

らない4）．保育はいうまでもなく人間を相手とする営み

である．その点においては教育，医療はもちろん福祉と

て例外ではない．福祉対象の変化に対応して方法は（時

に“一人歩き”をすることやいわゆる“専門的近視眼”

として批判されてきたが）多様に変化して今日に至って

いる．それらにっいてみながら，さきの目的を少しでも

達成してみたい5）．

科学的処遇をめざして

　いわゆる社会福祉の方法を援助技術に限定して用いる

とすれば，それは科学的処遇ということを意味している

と考えられる．それを「処遇の科学化」と言い換えても

いいが，要はその内実であろう．ここではソーシャルワー

クの萌芽，成立，発展にっいてみながら，今日における

課題および専門職養成教育などにっいて考えてみること

にしたいと思う．

　（1）ソーシャルワークの萌芽

　ソーシャルワークがたずさわっている事柄は古いけれ

ども，専門職としてのソーシャルワークはきわめて新ら

しい．その起源は，ヴィクトリア朝の繁栄のさ中におい

て，どうして貧困を無くしようかという問題に対する一

っの答として，1860年代にイギリスにおいて発達した慈

善組織化運動の中に見出すことができる6）．

　1834年の改正救貧怯が　（i）全国一率　（ロ）労役場の強化

㈲劣等処遇などの原則を打ち出した背景と結果は次のよ

うなものであった．すなわち「貧窮が怠惰の結果である

とする考え方に立って，救貧はある意味での罰であると

し，その事業は国の機能と考えるのである．救貧事業を

国家の機能と考える点では近代国家への発展の第一歩を

意味するといってよいであろうが，この改正によって，

救貧費を約半減することに成功した．しかし，貧窮者の

数はますます増加し，ロンドンのスラムは拡大していっ

た」7）のである．ロンドンに慈善組織協会（COS）が

設立されたのは1869年である．それは次のような事情に

よる．すなわち「ロンドンにおける慈善団体の相互協調

の欠如は，救助を願い出る者には無差別の施与を行った

ので，一層悪評を招いた．それぞれのケースについて実

際の必要を調べもせず，どこか他の方面から救助を受け

ているや否やも，また相手が現に求めている救助の種類

や数量を確かめるでもなく，無統制，無差別に救助が行

われ」8）ていたからであった．この協会はイギリスにお

けるソーシャルワークの発達に大きく寄与しただけでな

く，1877年アメリカ合衆国での設立によって新たな展開

をみせるのである．

　このようなCOSの先駆的活動は1788年ハンブルグ市，

1852年エルバーフェルト市で採用された貧民救済制度で

ある．それは救済個別化の理念のもとに調査関係に多く

の力がさかれていた．それを視察したイギリスの救貧法

調査官は（それでもなお）「不必要な扶助の請求を抑制

する」ために，この制度に注目していたのであった9）．

貧困者の家庭の経済的，道徳的側面の向上発展というこ

とにより多くの注意が向けられるようになるにはなお相

当の年月を必要としたのである．

　このようなCOSの活動とならんでソーシャルワーク

のいまひとっの成立の契機となったのは社会調査による

貧民の生活実態の明確化であった．C・ブースの「ロン

ドン市民の生活と労働」が出版されたのは1889年である．

S・ラウントリーが「大都市に関してブース氏が到達し

た一般的な結論が，果たしてどの程度まで，小さな田舎

の町に適用され得るものであるかを判断する」1°）ために，

ヨーク・タウンの調査をはじめたのは1899年であった．

「貧乏線」の設定は彼によるものである．そのうえで貧

乏っまり「ギリギリの生活」というものの実態を解明し

ようとしたのである．さらにそのような生活が人間にお

よぼす心身上の悪影響を指摘し，こうした状態から抜け

だすためにはどうすればいいのかを考えようとしたので

ある．救貧院の状況について次のように述べている．そ

れは「ずいぶん時代がかった建物で，したがって構造上

でも，どうかとおもわれる点が，たくさんある．また，

1901年には，看護婦は婦長と夜勤係とを合わせて総計12

人，しかも正式の資格を持っているものは，わずかに数

人に過ぎない状態であった．……300人の患者の世話を

しようというのである．しかも，この300人の患者のう

ち，88人は低能と癩痴持ちときている……（劣等処遇原
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則を肯定したうえで一引用者）救貧院の現状には，まこ

とに好ましからぬことがある．それは場所が狭いため，

被収容者の色わけに応じて，これを分類し，それぞれ違っ

た待遇をあたえることが，できないということである．

すなわち，現在では，壮年中，着実な，どこからみても

恥ずかしくない生活を送ってきたが，老年におよんで，

遂に救貧院の世話にならなければなくなったものも，飲

酒癖やその他の不行跡のため，ゆきどころがなく，救貧

院に収容されるに至ったものと，まったく同じ待遇を受

けている」11）というものである．今日の施設処遇のあり

様はどれほど状況を変えているであろうか．

　②　ソーシャルワークの成立と発展

　アメリカにおける社会福祉史の方法にっいて論じるな

かで「ソーシャル・ワークの二っの側面」を考えてみな

くてはならないとする意見がある12）．それによると「わ

れわれは，通例政策や制度を示す用語としての社会事業

と，援助の技術や活動を指す用語としての専門社会事業

というふたっの用語をもち，これを使い分けることが可

能である．……ソーシャル・ワークは，分析方法上は，

一度社会事業と専門社会事業の萌芽的形態に二分され，

しかる後にもう一度両者の統合物として再構成されたか

たちで把握される」ことになる．本稿の目的は後者，す

なわち専門社会事業という意味でのソーシャルワークに

っいて考え，その日本での展開についてみようとするも

のである．

　さて19世紀初め，アメリカ東部の都市には多くの民間

慈善事業が発生していた13）．S・ガーティンの指導のも

とにアメリカで最初のCOSがニューヨーク州バッファ

ローで設立される（1877年）．1883年からはCOS運動

の拡大の時期とされる．協会は慈善の重荷を背負うコミュ

ニティを単位としていた．1896年からは貧窮防止のため

の運動の時期（第三段階）である．後に述べるニューヨー

ク慈善組織協会での従事者講習会は1897年に開かれてい

る．第4段階は1905年からで運動の全国的な広がり，ソー

シャル・ケースワークの復興の時期とされている．ここ

で注意しておかなくてはならないことは初期の運動が自

由放任主義に基調をおいていたのに対して，1870年代以

降のそれは社会連帯主義であったことである．また，そ

れまでは互いに平行的な関係にあったセツルメント運動

とCOS運動が接近するようになってきたことである．

今世紀に入っての社会改良運動のなかにそれらをみるこ

とが必要である．

　ところで「最良の慈善は個人によって個人に対してな

されるものでなくてはならない」のであるが，しかし

「たんなる施与は慈善に非ず」として友愛訪問員が「施

しよりも友情を」を重視したとしても効果あるものでは

ない．1898年の夏，ニューヨーク慈善組織協会の講習会

は「優勢な楽観主義，力強い確信に支えられた意識的な

ソーシャル・アクションと施与でも友人でもなく専門的

なサービスを」というスローガンに示されるものである．

ここに慈善もしくは博愛からソーシャルワークへの転換

をみなくてはならない14）．M。リッチモンドの「社会診

断」（1917）はこのような状況をふまえたうえでまとめ

られたものであった．当時の社会改良家たちが制度にの

み関心をよせていたときにソーシャル。ケースワークを

「小売り的方法」として，両者の相互補充的な関係を考

慮しながら，後者の科学的な体系づけを試みたものとい

えよう．それは次のように評価されている15）．それはC

OSでの体験をもとに，社会診断のために社会的証拠の

収集の理論と方法をまとめ「調査」のあり方にっいて一

応の法則を定めたものといえる．しかし「処遇」の面に

おいては，いまだ技能（art）的な面が強く16），家政学

の影響もあって救済金品の給付の適切さと相まって，そ

の指導においては家計運用が重視されていた．

　リッチモンド以後のケースワークは諸科学（とりわけ

S・フロイトの精神分析理論）に大きく依拠しつつ展開

される17）．戦後の傾向については，次にわが国における

「移入」とその展開の状況をみながら考えていくことに

したい．

　（3）ソーシャルワークの日本的展開

　ケースワークが日本に移入されるのは1920年前半，慈

善事業から社会事業（公共性，予防性，専門性などを志

向する）へと転換しっっある頃であった．それは「個別

処遇」などと訳され（1）救護事業，（ロ）医療・保健分野，㈲

要保護児童への働らきかけなどに散見される程度であっ

た18）．そのようななかで方面委員制度をもって救護法の

実施によって生ずるであろう国家財政の負担をできるだ

け抑制しようという考え方は実に日本的であることに注

意しなくてはならない．まさにこの段階におけるケース

ワークは，いわゆる濫救や漏救の防止手段として考えら

れ，地域の名士である方面委員による「調査」は身元調

査，不正摘発，思想のそれにと容易に転化したのであっ
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た軌戦前における従事者教育としては明治41年から内

務省地方局による感化救済事業講習会が主たるものであ

り，大正大学，東洋大学，日本女子大学などで講義が行

なわれたにすぎない．昭和3年より中央社会事業協会の

社会事業研究生制度が発足するが175人の卒業生を出し

ただけである．ここには戦前における現業者として，非

科学的で経験主義中心の民間施設と方面委員がおかれて

いるのみで，戦後における展開とは一線を画すもの2°），

という指摘がみられるのであるが，わが国の文化的風土

からいって仕方のないことであったと思われる．逆に，

敗戦によるソーシャルワークの（強制的）移入がこの国

の学問的風潮と相まって，そちこちにチグバグな面をも

たらしたことを知らなくてはなるまい．それはいまだに

ソーシャルワーク，ケースワークなどと力タカナでしか

表現しえない状況にっいて考えることでもあろう．

　戦後の状況にっいて，まず公的扶助（生活保護）との

関係でケースワークにっいてみていくことは妥当な方法

であろう．どのように用いられているだろうか．生活保

護における扶養義務者の決定や資産認定の問題はもっと

も基本的な事柄である．後者について「最も正しい意味

におけるケース・ワークをやって欲しい」とか「最も効

果的なケース・ワークの行われる必要がある」．あるい

は「範例は……その結論を導き出した物の考え方を把握

され，実際の問題の取り扱いに当っては，その考え方に

従って最も適切なケース・ワークをやっていただく」21）

というような表現に，まず当時の考え方をみることが必

要であろう．すなわち「ここにいうケース・ワークとは，

漠然と個別的配慮ないし自立助長のための生活指導を意

味したように思われるが，一方民間においても民生委員

をケース・ワーカーと称して，その個別的生活指導をケー

ス・ワークと称していたようである．この点は後にGH

Q側の批判を受けることとなった」22）というのである．

昭和24年10月の現任教育講習会におけるマーカソンの言

葉が紹介されている．ケース。ワーク，ソシアル・ケー

ス・ワーク，ケース・ワーク・サービスというような言

葉は日本においては一度も語られなければよかったのだ．

これらの言葉が使用され，誤用されることによって，社

会福祉事業における実施と訓練の全体が著るしく混乱を

きたしている．それは社会学，心理学，経済学などの社

会科学を学んだ人に対して，ケースワークを教える学校

で，一定期間の学究的訓練を受けることによってのみ得

られる専門的技術をいうのである．日本でのそれは未だ

道遠しと……．

　それに対して「現在の社会福祉主事は，高度のケース・

ワークは行いえないにしても現代のサービスの原理又は

精神に合致した，或はこれに近いサービスはこれをある

程度行いうるであろうし，又郡部において社会資源が少

いからこそこれを発見し又はつくり出し，組織化して活

用する必要があり，かかるために地域社会組織化事業の

育成の急務がとかれている」23）というのであるが，それ

から約40年を経て，今日の状況をどのように評価すべき

であろうか．視点を社会福祉教育の側に移して考えてみ

ることにしたい．

　本格的な社会事業教育が話題になりだしたのは昭和21

年9月（旧）生活保護法の公布前後からであるといわれ

る．日本社会事業学校が52名でもって講義をはじめるの

は同月11月である．翌年，新しい民主的な社会事業教育

の日本の基準大綱が作成される．それはGHQ主導のア

メリカにおける大学院レベルのものであった．すなわち

基礎8科目（ケースワーク，グループワーク，コミュニ

ティオーガニゼーション，社会事業行政運営，社会調査，

公的扶助，医学知識精神医学知識）を中心とし，どう

みても日本の国情に合ったものとはいいがたかったので

ある．ここで「実習」についてみておこう．それは「社

会事業施設において家庭保護，児童保護，医療保護，ケー

ス指導，グループ指導，社会事業行政等に関し，最初学

年において最低7単位を履修しなければならない．なお

実習開始の年令は，満21才以上とし，実習指導の責任は

当該施設の当事者に委せ，実習の運営に関しては，学校

当局，施設当事者及び施設監督官庁をもって構成する委

員会において行う」24）となっていた．いかに実習が重視

されていたかがわかる．しかし，さきに述べた保母養成

のばあいとあわせ，要はその内容がどうであるかという

ことであろう．

　専門的な福祉教育の充実と福祉現場における専門職の

確立はパラレルである．わが国のばあい，目的志向の強

い大学においてさえ，希望の職種に就けるとは限らない．

そして現場において取得した資格，免許が正当に評価さ

れているとはいいがたい．社会福祉のばあいにおいても

然りである．福祉の仕事における資格とはどのようなも

のなのであろうか25）．福祉専門職の養成ということにっ

いてみておくことにしたい．

　日本社会事業学校連盟（JASSW）が組織されたのは

昭和30年5月である．それは「わが国における社会事業
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学校の資質向上をはかる」ことを目的のひとっとしてい

る．これまでに「国家公務員上級職への福祉系科目の採

用」や「社会福祉学士，修士，博士の新設要求」などの

ソーシャル・アクションとともに，あるべき「カリキュ

ラム」を構想するために毎年度のセミナーを実施してい

る．「ケースワーク実践の基礎一事例によるケースワー

ク研究」の刊行（1971）はその成果である．その後，保

母養成校の増加にっれ，福祉科目にっいてのテキストは

飛躍的に伸びている．その質的な検討は今後の課題とし

たいが，ここで一応の区切りをっけておくことにしたい

おわりに一処遇の科学化のために

　専門社会事業という概念は果して市民権を得たのであ

ろうか．今日，児童福祉施設の専門社会事業従事者のう

ち圧倒的な数を占める「保母」はソーシャル・ワーカー

であると考えているであろうか26）．さきのJASSWの歩

みをみると40年代前半まではケースワーク，グループワー

ク，コミュニティオーガニゼーションという基本技術を

めぐって，どのようなカリキュラム（教授内容）が日本

の風土に適したものであるかを考えてきたようである．

それらの作業は今後とも続けられていかなくてはならな

いが，1960年以降においては「方法の統合化」というこ

とがいわれるようになってきた勉批判はさきの三っが

それぞれ特定の方法に基づく狭い枠組にしたがってしか

実践活動を展開しえなくなってしまった点を鋭く衝いて

いる．

　これまでソーシャルワークは精神分析をはじめとして

実存分析，ゲシュタルト心理学，交流分析，一般システ

ム論，生態学，小集団理論，組織論など実に多くの科学

の成果を取り入れてきた．それの体系化，統合化はかん

たんなことではない．課題中心アプローチと問題解決モ

デルがさしあたり提示されているが今後の課題であろう．

これまでにみてきたソーシャルワークの展開過程が「科

学的処遇」を目指してきたものであるとするならば，今

後の課題はまさに「処遇の科学化」as）ということであろ

うが，14．000といわれる専門用語の統一がまず可能であ

るのだろうか．ともかくソーシャルワークは面接に初まっ

て面接に終るといわれる．「Art」という言葉の重みを

感じさせられる，とともに「リハビリテーションが一次

的に目指すのは普通の人間の日常生活なのだから，私た

ちが無雑作に，習慣的に行なっている身体の動きの域を

出ないはずで，平板なのは当然かもしれない」29）という

ところからケースワークにおける“専門性”を考えてい

くべきではなかろうか．
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